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三

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び

に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
一
条
に
規
定
す
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属

並
び
に
こ
れ
ら
の
家
族
（
次
号
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
」
と
い
う
。）が
、
同
協
定
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
及
び
区
域
内
に
あ
る
輸
出
物
品
販
売
場
（
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
七
項
に
お

い
て
「
基
地
内
輸
出
物
品
販
売
場
」
と
い
う
。）に
お
い
て
一
般
物
品
を
購
入
す
る
場
合

そ
の
購
入
の
際
、
当
該

一
般
物
品
を
そ
の
購
入
後
に
お
い
て
輸
出
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書
類
を
当
該
基
地
内
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す

る
事
業
者
に
提
出
し
て
、
当
該
一
般
物
品
の
引
渡
し
を
受
け
る
方
法

四

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
が
、
基
地
内
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
い
て
消
耗
品
を
購
入
す
る
場
合

そ
の
購
入
の

際
、
当
該
消
耗
品
を
そ
の
購
入
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
輸
出
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書
類
を
当
該
基
地
内
輸
出

物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
に
提
出
し
、
か
つ
、
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
当
該
消
耗
品
の
引

渡
し
を
受
け
る
方
法

第
十
八
条
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
」
を「
第
二
項
第
一
号
、

第
二
号
又
は
第
四
号
に
定
め
る
方
法
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
第
一
号
に
掲
げ

る
方
法
」
を
「
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
定
め
る
方
法
」
に
、「
同
号
」
を
「
同
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、「
書
類
」

の
下
に「（
同
項
第
二
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
旅
券
等
に
貼
付
け
を
受
け
た
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
購
入
の
事
実

を
記
載
し
た
書
類
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

前
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
旅
券
等
の
写
し
の
提
出
は
、
当
該
旅
券
等
の
写
し
の
提
出
に
よ
り
提
供
す
べ
き
情
報

（
当
該
旅
券
等
を
所
持
す
る
非
居
住
者
を
特
定
す
る
情
報
を
い
う
。）
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気

的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計

算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）の
提
供
に
よ
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中「（
食
品
類
、
飲
料
類
、
た
ば
こ
、
薬
品
類
及
び
化
粧
品
類
並
び
に
フ
ィ
ル
ム
、
電
池
そ
の
他
の

消
耗
品
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
物
品
の
う
ち
食
品
類
、
飲
料
類
、
薬
品
類
、
化
粧
品
類
そ
の
他
の
消
耗
品
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
消
耗
品
」
と
い
う
。）に
あ
つ
て
は
、
そ
の
非
居
住
者
に
対
し
て
、
同
一
の
輸
出
物
品
販
売
場
（
法
第
八
条
第
六

項
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
同
一
の
日
に
譲
渡
す
る
当
該
消
耗
品

の
譲
渡
に
係
る
対
価
の
額
（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
価
の
額
を
い
う
。
次
項
第
一
号
ハ
に
お
い
て
同

じ
。）の
合
計
額
が
五
十
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。

第
十
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

定
め
る
方
法
と
す
る
。

一

非
居
住
者
が
、
輸
出
物
品
販
売
場
（
第
三
号
に
規
定
す
る
基
地
内
輸
出
物
品
販
売
場
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、

次
号
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
市
中
輸
出
物
品
販
売
場
」
と
い
う
。）に
お
い
て
前
項
に
規
定
す
る
通
常
生
活
の
用

に
供
す
る
物
品
の
う
ち
消
耗
品
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
一
般
物
品
」
と
い
う
。）を
購
入
す
る
場
合

そ
の
購
入
の
際
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
当
該
一
般
物
品
の
引
渡
し
を
受
け
る
方
法

イ

そ
の
所
持
す
る
旅
券
等
（
旅
券
又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
（
乗
員
上
陸
、
緊
急
上
陸
等
の
許
可
）
に
規
定
す
る
乗
員
上
陸
許
可
書
、
緊
急

上
陸
許
可
書
若
し
く
は
遭
難
に
よ
る
上
陸
許
可
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
当

該
市
中
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
に
提
示
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
購
入
の
事
実
を
記
載
し
た
書
類
の

貼
付
け
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
旅
券
等
と
当
該
書
類
と
の
間
に
割
印
を
受
け
る
こ
と
。

ロ

当
該
一
般
物
品
を
そ
の
購
入
後
に
お
い
て
輸
出
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書
類
を
当
該
市
中
輸
出
物
品
販
売
場
を

経
営
す
る
事
業
者
に
提
出
す
る
こ
と
。

ハ

そ
の
所
持
す
る
旅
券
等
の
写
し
（
旅
券
に
あ
つ
て
は
当
該
旅
券
の
番
号
並
び
に
当
該
一
般
物
品
を
購
入
す
る

非
居
住
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
国
籍
が
印
字
さ
れ
た
部
分
の
写
し
を
い
う
。）を
当
該
市
中
輸
出
物

品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
に
提
出
す
る
こ
と
（
当
該
市
中
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
い
て
同
一
の
日
に
購
入

す
る
当
該
一
般
物
品
に
係
る
対
価
の
額
の
合
計
額
が
百
万
円
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。）。

二

非
居
住
者
が
、
市
中
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
い
て
消
耗
品
を
購
入
す
る
場
合

そ
の
購
入
の
際
、
前
号
イ
に
掲

げ
る
要
件
及
び
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
当
該
消
耗
品
の
引
渡
し
を
受
け
る
方
法

イ

当
該
消
耗
品
を
そ
の
購
入
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
輸
出
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書
類
を
当
該
市
中
輸
出
物

品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
に
提
出
す
る
こ
と
。

ロ

当
該
消
耗
品
が
国
土
交
通
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
包

装
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

消
費
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
百
四
十
一
号

消
費
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
八
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
六
項
、
第
三
十
七
条
第
一

項
並
び
に
別
表
第
一
第
六
号
ト
及
び
第
七
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
十
三
号
を
同
条
第
二
十
四
号
と
し
、
同
条
第
九
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
条
第
八
号
中
「
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
」
の
下
に
「
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
に
係
る

医
療
、」を
加
え
、「
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
（
慢
性
疾
患
の
治
療
方
法
に
関
す
る
研
究
等
に
資
す
る
事
業
）
の
規
定
に

基
づ
く
事
業
に
係
る
医
療
の
給
付
又
は
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
に
係
る
医
療
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と

し
、
同
条
第
七
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
特
定

医
療
費
の
支
給
に
係
る
医
療

第
十
四
条
の
三
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
施
設
型
給
付
費
、
特
例
施

設
型
給
付
費
、
地
域
型
保
育
給
付
費
又
は
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
の
支
給
に
係
る
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
資
産

の
譲
渡
等
（
法
別
表
第
一
第
七
号
ロ
及
び
第
十
一
号
イ
並
び
に
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

š— 
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４

一
般
物
品
と
消
耗
品
と
が
一
の
資
産
を
構
成
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
消
耗
品
と
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
十
八
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

７

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

金
額
と
す
る
。

一

そ
の
非
居
住
者
に
対
し
て
、
同
一
の
市
中
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
い
て
同
一
の
日
に
譲
渡
す
る
一
般
物
品

一

万
円

二

そ
の
非
居
住
者
に
対
し
て
、
同
一
の
市
中
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
い
て
同
一
の
日
に
譲
渡
す
る
消
耗
品

五
千

円
三

そ
の
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
に
対
し
て
、
同
一
の
基
地
内
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
い
て
同
一
の
日
に
譲
渡
す

る
消
耗
品

五
千
円

８

第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
旅
券
等
の
写
し
の
提
出
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
含

む
。）
を
受
け
た
事
業
者
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
提
出
を
受
け
た
旅
券
等
の
写
し
（
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。）を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
書
類
の
記
載
事
項
そ
の
他
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
。

第
四
十
八
条
第
五
項
中
「
場
合
を
除
く
。）」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
金
銭
債
権
（
資
産
の
譲

渡
等
を
行
つ
た
者
が
当
該
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
と
し
て
取
得
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の

譲
渡
を
し
た
場
合
」
を
、「
当
該
有
価
証
券
等
」
の
下
に
「
又
は
金
銭
債
権
」
を
加
え
る
。

第
五
十
七
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
六
種
事
業

百
分
の
四
十

第
五
十
七
条
第
二
項
第
五
号
中
「
残
額
」
の
下
に「（
次
項
第
二
号
ホ
に
お
い
て
「
第
五
種
事
業
に
係
る
消
費
税
額
」

と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

当
該
課
税
期
間
中
に
国
内
に
お
い
て
行
つ
た
第
六
種
事
業
に
係
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
消
費
税
額
の
合

計
額
か
ら
当
該
課
税
期
間
中
に
行
つ
た
第
六
種
事
業
に
係
る
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
の
金
額
に
係
る
消
費

税
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

第
五
十
七
条
第
三
項
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

当
該
特
定
一
事
業
が
第
六
種
事
業
で
あ
る
場
合

百
分
の
四
十

第
五
十
七
条
第
三
項
第
二
号
イ
]
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

C

当
該
第
一
種
事
業
以
外
の
事
業
が
第
六
種
事
業
で
あ
る
場
合

百
分
の
四
十

第
五
十
七
条
第
三
項
第
二
号
ロ
]
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

B

当
該
第
二
種
事
業
以
外
の
事
業
が
第
六
種
事
業
で
あ
る
場
合

百
分
の
四
十

第
五
十
七
条
第
三
項
第
二
号
ハ
]
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

A

当
該
第
三
種
事
業
以
外
の
事
業
が
第
六
種
事
業
で
あ
る
場
合

百
分
の
四
十

第
五
十
七
条
第
三
項
第
二
号
ニ
中
「
第
五
種
事
業
」
を
「
第
四
種
事
業
以
外
の
事
業
（
第
一
種
事
業
、
第
二
種
事
業

及
び
第
三
種
事
業
を
除
く
。）」
に
改
め
、
同
号
ニ
]
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

]

売
上
げ
に
係
る
消
費
税
額
か
ら
第
四
種
事
業
に
係
る
消
費
税
額
を
控
除
し
た
金
額
に
次
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

ü

当
該
第
四
種
事
業
以
外
の
事
業
が
第
五
種
事
業
で
あ
る
場
合

百
分
の
五
十

@

当
該
第
四
種
事
業
以
外
の
事
業
が
第
六
種
事
業
で
あ
る
場
合

百
分
の
四
十

第
五
十
七
条
第
三
項
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ

当
該
特
定
二
事
業
が
第
五
種
事
業
と
第
六
種
事
業
と
で
あ
る
場
合

売
上
げ
に
係
る
消
費
税
額
の
う
ち
に
次

に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
の
占
め
る
割
合

\

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
金
額

]

売
上
げ
に
係
る
消
費
税
額
か
ら
第
五
種
事
業
に
係
る
消
費
税
額
を
控
除
し
た
金
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額

（
輸
出
物
品
販
売
場
で
譲
渡
す
る
物
品
の
範
囲
、
手
続
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
後
の
消
費
税
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。）第
十
八
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

以
後
に
行
わ
れ
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
消
費
税
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
課
税
売
上
割
合
の
計
算
方
法
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
令
第
四
十
八
条
第
五
項
（
新
令
第
五
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の

規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
金
銭
債
権
（
消
費
税
法
施
行
令
第
九
条
第
一
項
第
四
号
に
掲

げ
る
金
銭
債
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
金
銭
債

権
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
中
小
事
業
者
の
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
の
控
除
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

新
令
第
五
十
七
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
前
に
消
費
税
法
第
三

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
た
同
項
に
規
定
す
る
事
業
者
（
同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
又

は
消
費
税
法
施
行
令
第
五
十
七
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
前
に
当
該
届
出
書
を
提
出
し
た

も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
業
者
を
含
む
。）で
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
課
税
期
間
（
同
法
第
十
九
条

に
規
定
す
る
課
税
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
き
同
法
第
三
十
七
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
翌
課
税
期
間
の
初
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る

課
税
期
間
の
末
日
の
翌
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）以
後
に
開
始
す
る
課
税
期
間
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成

二
十
七
年
四
月
一
日
前
に
開
始
し
た
課
税
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

第
五
十
七
条
第
四
項
第
四
号
中
「
第
五
種
事
業
」
を
「
第
六
種
事
業
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項

第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
一
種
事
業
、
第
二
種
事
業
、
第
三
種
事
業
又
は
第
四
種
事
業
と
第
五
種
事
業
と
を
営
む
事
業
者
が
当
該
課
税

期
間
中
に
国
内
に
お
い
て
行
つ
た
課
税
資
産
の
譲
渡
等
で
、
第
一
種
事
業
、
第
二
種
事
業
、
第
三
種
事
業
又
は
第

四
種
事
業
に
係
る
も
の
で
あ
る
か
第
五
種
事
業
に
係
る
も
の
で
あ
る
か
の
区
分
を
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
区
分
を
し
て
い
な
い
課
税
資
産
の
譲
渡
等
は
、
第
五
種
事
業
に
係
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
中
「
不
動
産
業
」
を
「
運
輸
通
信
業
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
運
輸
通
信
業
」を「
金

融
業
及
び
保
険
業
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
六
種
事
業

不
動
産
業
（
前
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）を
い
う
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
十
八
条
の
改
正
規
定
及
び
次
条
の
規
定

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

二

第
五
十
七
条
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

三

第
十
四
条
第
八
号
の
改
正
規
定
（
同
号
を
同
条
第
九
号
と
す
る
部
分
を
除
く
。）
児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日

四

第
十
四
条
第
二
十
三
号
を
同
条
第
二
十
四
号
と
し
、
同
条
第
九
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
る
改
正
規
定
及
び
同
条
第
八
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
の
次

に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日

五

第
十
四
条
の
三
の
改
正
規
定

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日

š˜—


